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輪島市 緑の基本計画 概要版 

 

 

  
■緑の将来都市像として、緑の「ゾーン」、「拠点」、「ネットワーク」を設定します。 

 

 

２．策定の目的 

６．計画の目標 

■緑に関する目標は以下のとおり設定します。 

 

①都市計画区域面積当たり緑地割合 

項 目 現況（R2） 目標年次（R22） 

都市計画区域面積当た

り緑地割合 

69.4％ 

（緑地面積：954.8ha） 

69.4％ 

（緑地面積：954.8ha） 

 

②１人当たりの都市公園面積 

項 目 現況（R2） 目標年次（R22） 

都市計画区域人口 

１人当たり都市公園面

積（㎡／人） 

10.2 

 

10.2 

 

 

■平成 13 年３月の「輪島市緑の基本計画」（旧計画）の策定から約 20 年間が経過し、
その間に緑を取り巻く環境は大きく変化しています。 

■本市は令和４年５月に内閣府の SDGs 未来都市に選定され、令和４年６月には令和
32 年までに市内全体における温室効果ガス排出量を実質ゼロとする「ゼロカーボ
ンシティ」を目指すことを宣言しました。 

■上位・関連計画や本市の方針との整合を図るとともに、連携を強化した計画として
「輪島市緑の基本計画」（新計画）の策定を行うものです。 

３．計画の位置づけと目標年次 

【計画の位置づけ】 

■「第２次輪島市総合計画」、「輪島市都市計画マスタープラン」等と整合・連携を図
るとともに、市民の意見等を反映しながら策定します。 

【目標年次】 

■本計画の目標年次は、概ね 20 年後の令和 22 年とします。 

４．基本理念と基本方針 

１．緑の基本計画とは 5．緑の将来都市像 

■都市緑地法第４条で「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」とし
て規定されており、市町村が緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総合
的かつ計画的に実施するため、その目標と実現のための施策等を示す緑とオープン
スペースの総合的な計画です。 

【基本理念】 

 

 

 

 

【基本方針】 

  

市民とつくる 快適で持続可能な 

緑の“あい”のあるまち 輪島 

都市の基盤となる緑をつくる 

都市の骨格となる緑を守る 

緑のある快適で 
安全、安心な住み良い 

生活環境の形成 

風土の緑を守る 

郷土景観を受け継ぐ緑を守る 

緑のある 
伝統、ふるさとの保全 

市民と緑を育てる 

緑の交流拠点をつくる 緑と人、人と人の 
出会い・交流の場の形成 

【3 つのキーワード】 【基本方針】 
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７．配置方針 

■基本方針に沿った系統別の緑地の配置方針を以下のとおり設定します。 

 

基本方針 環境保全 レクリエーション 防 災 景 観 

都市の 
基盤と 
なる 
緑を 
つくる 

都市の 
骨格と 
なる 
緑を守る 

風土の 
緑を守る 

郷土景観
を受け継
ぐ緑を 
守る 

緑の交流
拠点を 
つくる 

市民と 
緑を 
育てる 

 

８．緑地の保全及び緑化推進に係る施策の体系 

■緑の将来像及び基本方針を踏まえた、緑地の保全及び緑化推進に係る施策の体系を以下の
とおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【3 つのキーワード】 【基本方針】 

市
民
と
つ
く
る 

快
適
で
持
続
可
能
な 

 

緑
の
“
あ
い
”
の
あ
る
ま
ち 
輪
島 

【基本理念】 【基本的な施策】 

緑と人、人と人の 

出会い・交流の 

場の形成 

公園緑地の個性化 

緑に関する普及・啓発 

民有地の緑化に対する援助 

市民参加の仕組みづくり 

緑のある 

伝統、ふるさとの

保全 

水辺景観の保全 

緑のある快適で 

安全、安心な 

住み良い 

生活環境の形成

公園緑地の整備 

防災拠点の緑化 

道路や河川沿いの緑化 

市街地の緑化 

田園の保全 

丘陵地・段丘の保全 

水辺環境の保全 


